


    悩み

     陽子線治療は、医療費控除になるか。 


    助言

    
              【陽子線治療の費用負担は医療費控除の対象になります】




  
  陽子線治療は一部のがん種（小児腫瘍や早期肺がん、肝細胞がんなど）で公的医療保険の対象になっていますが、対象疾患でない場合は高額療養費制度の適用は受けられません。
しかし、医療費控除を受けることは可能です。申告の際には領収書が必要になるので、きちんと保管しておきましょう。
医療費控除は、1世帯で1年間に合計10万円（所得金額が200万円未満の人は所得金額の5％）以上の医療費を支払った場合に、確定申告をすることで所得税や住民税の負担を軽減できるしくみです。
医療費控除は、対象となった金額がすべて戻ってくるわけではありません。控除の対象となる金額に自分の所得税率を掛けた金額が還付金額の目安になります。
また、医療費控除の対象となる金額の上限は200万円です。
医療費控除のさらに詳しい内容については、静岡がんセンターホームページの『冊子・電子書籍・動画』ページにある小冊子　学びの広場シリーズ　暮らし編『医療費控除のしくみ』をご覧ください。
また、静岡がんセンターの陽子線治療の概要については、『陽子線治療のご案内』をご覧ください。
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